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１．はじめに 

島根２号機構内では，第３系統直流電源設備設置工事等の安全対策工事に伴い掘

削を実施しているが，掘削による島根２号機工事計画認可申請（補正）（以下「工

認申請」という。）への影響について確認を行った。 

また，アクセスルートについては，安全対策工事に伴い掘削した場合においても

仮設耐震構台を設置することにより確保することとしているため，仮設耐震構台に

よる工認申請への影響について確認を行った。 

安全対策工事のエリア及び仮設耐震構台の設置場所を図１，掘削箇所の詳細を図

２，仮設耐震構台の構造を図３に示す。 

 

図１ 安全対策工事のエリア及び仮設耐震構台の設置場所 
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【凡例】 

   ：工事エリア（掘削箇所含む） 

   ：仮設耐震構台 

   ：アクセスルート 

   ：ホースルート（海水） 

   ：ホースルート（淡水） 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

掘エリア 

 

工事エリア 

地下水位低下設備 

 

   工事エリア 

N

1



 

 

図２ 掘削箇所の詳細  
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図３ 仮設耐震構台の構造 
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２．工認申請への影響について 

安全対策工事に伴う掘削による工認申請への影響を網羅的に確認する観点から，

技術基準規則各条文との関係性を整理し，関係条文について工認申請図書への影響

を確認した。 

以下，安全対策工事に伴う掘削箇所及びアクセスルートの仮設耐震構台について

確認した結果を示す。 

 

（１）安全対策工事に伴う掘削箇所 

安全対策工事に伴う掘削箇所について，技術基準規則各条文との関係性及び工認

申請図書への影響を確認した結果を表１に示す。 

掘削箇所により影響がある工認申請対象施設としては，掘削箇所に隣接すること

で周辺地盤の状況が変更となる土木構造物等があり，掘削箇所を考慮した地震応答

解析モデルを用いて耐震評価を実施し，耐震性に関する説明書（地震応答計算書及

び耐震計算書）を工認添付書類とする。合わせて，掘削前の状態での耐震評価も工

認添付書類（地震応答計算書等の別紙）とする。 

掘削箇所の影響を考慮する耐震性に関する説明書は以下のとおり。第１ベントフ

ィルタ格納槽，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽及び地下水位低下設備の断面図を

図４～６に示す。 

【土木構造物】 

Ⅵ-2-2-30 第 1 ベントフィルタ格納槽の地震応答計算書 

Ⅵ-2-2-31 第 1 ベントフィルタ格納槽の耐震性についての計算書 

Ⅵ-2-2-32 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽の地震応答計算書 

Ⅵ-2-2-33 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽の耐震性についての計算書 

Ⅵ-2-別添 4-2 地下水位低下設備の地震応答計算書 

Ⅵ-2-別添 4-3 地下水位低下設備の耐震性についての計算書 

Ⅵ-2-別添 2-2 溢水源としないＢ，Ｃクラス機器の耐震性についての計算書 

       （補助復水貯蔵タンク基礎・遮蔽壁、トーラス水受入タンク基

礎・遮蔽壁） 

【機器・配管系】 

Ⅵ-2-9-4-7-1-1 管の耐震性についての計算書（格納容器フィルタベント系） 

Ⅵ-2-9-4-7-1-2 第 1 ベントフィルタ スクラバ容器の耐震性についての計算書 

Ⅵ-2-9-4-7-1-3 第 1 ベントフィルタ 銀ゼオライト容器の耐震性についての計

算書 

Ⅵ-2-5-5-5-1 低圧原子炉代替注水ポンプの耐震性についての計算書 

Ⅵ-2-5-5-5-2 管の耐震性についての計算書（低圧原子炉代替注水系） 

Ⅵ-2-別添 4-3-2 管の耐震性についての計算書（地下水位低下設備） 
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Ⅵ-3-3-7-5-1-2-2 管の応力計算書（格納容器フィルタベント系） 

Ⅵ-3-3-3-4-5-2-2 管の応力計算書（低圧原子炉代替注水系） 

 

地盤については，設計基準対象施設，重大事故等対処施設及び保管場所・アクセ

スルート周辺地盤の状況が変更となり，地盤の安定性及び周辺斜面の安定性に影響

があることから，掘削箇所を考慮した地震応答解析モデルを用いて耐震評価を実施

し，「Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針」，「Ⅵ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針」

及び「Ⅵ-1-1-7-別添 1 可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルー

ト」に反映する。 

また，保管場所及びアクセスルート周辺斜面の安定性評価において，斜面崩壊防

止のため，土留め工の効果に期待する場合は，土留め工を敷地内土木構造物として

位置付け，「敷地内土木構造物の要目表」及び「原子炉冷却系統施設（蒸気タービ

ンを除く。）の基本設計方針」に土留め工について追記したうえで，「Ⅵ-1-9-3-1 

斜面安定性に関する説明書」に土留め工を考慮した斜面の安定性評価及び土留め工

の耐震評価を反映する。 

なお，工認申請における建物・構築物（原子炉建物等）の耐震評価では，建物側

方地盤による拘束効果を考慮していないこと，及び原子炉建物の入力地震動評価に

用いている２次元ＦＥＭ地盤モデルに十分な保守性等を有していることから *，建

物側方地盤の一部を掘削した場合の耐震評価は不要と考える。 

 

* 第 1067 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（令和 4 年 9 月 1

日）における建物・構築物の地震応答解析における入力地震動の評価において，

表層地盤の地盤物性値の変動が入力地震動に与える影響は小さいこと，観測記録

によるシミュレーション解析により今回工認で用いている地盤モデルに十分な保

守性を有していることを確認している。 

 

溢水については，掘削箇所に屋外で発生を想定する溢水が流入することによる影

響があるため，掘削箇所への溢水の流入を考慮した評価を「Ⅵ-1-1-9 発電用原子

炉施設の溢水防護に関する説明書」に反映する。 

なお，土木構造物（第 1 ベントフィルタ格納槽，低圧原子炉代替注水ポンプ格納

槽及び地下水位低下設備）については，仮に地表面まで水位が到達したとしても浮

力に対して構造物の自重が十分大きく，浮き上がりによる影響はないことを確認し

ている。 
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（２）アクセスルートの仮設耐震構台 

仮設耐震構台について，技術基準規則各条文との関係性及び工認申請図書への影

響を確認した結果を表２に示す。 

仮設耐震構台については，第 54 条第３項第６号に該当するアクセスルートを確

保するための技術基準要求機器に該当し，「原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを

除く。）の基本設計方針」及び「Ⅵ-1-1-7-別添１ 可搬型重大事故等対処設備の

保管場所及びアクセスルート」に仮設耐震構台によるアクセスルート確保について

追記する。 

また，仮設耐震構台は，原子炉建物等に隣接しており波及的影響を及ぼすおそれ

があることから，構造健全性を確保する設計とし，波及的影響を及ぼすおそれのあ

る施設として耐震評価を実施し，「Ⅵ-2-5 波及的影響に係る基本方針」に仮設耐

震構台について追記したうえで，新たに第７回補正対象の工認添付書類として「Ⅵ

-2-11-2-13 仮設耐震構台の耐震性についての計算書」を作成する。 

なお，先行電力において構台を「倒壊により外部事象防護対象施設に損傷を及ぼ

す可能性がある施設」として強度評価を実施しているが，当社の仮設耐震構台は敷

地高さ以下に設置し，また密閉構造ではないため，竜巻による風圧力，気圧差及び

設計飛来物の影響を受けない設置状況であり，「倒壊により外部事象防護対象施設

に損傷を及ぼす可能性がある施設」の対象としていないことから，強度評価は不要

と考える。 
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図４ 第１ベントフィルタ格納槽の断面図 

 

 

 

図５ 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽の断面図 
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図６ 地下水位低下設備の断面図 
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